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総務部総務課

寺岡　弘樹

１．対象職員
　　　　所属　総務部総務課
　　　　職名　事務職員
　　　　年齢　２３歳
　　　　性別　男性

２．処分の内容（根拠法令）
　　　　休職（地方公務員法第２８条第２項第２号）

　詳細は別紙のとおりです。

　市といたしましては、今後も事実関係を確認し、厳正なる処分を検討し
てまいります。

職員の休職処分について

概 要
令和３年１２月２９日に飲酒運転により交通事故を発生させた職員が道
路交通法違反容疑で起訴されたことから、休職処分を行いました。

あり なし



職員の休職処分について 

 

 

令和４年４月８日 

鹿島市 総務部総務課 

 

 

次のとおり職員に休職処分を行いました。 

 

１．対象職員 

所属 総務部総務課 

    職名 事務職員 

    年齢 ２３歳 

    性別 男性 

 

２．処分の内容 

    休職（起訴休職） 

 

３．処分年月日 

    令和４年４月８日 

 

４．根拠法令 

    地方公務員法第２８条第２項第２号 

 

５．事案の概要 

    令和３年１２月２９日午前５時２０分頃、酒酔い運転によりガードパイプ等に衝突

する等の交通事故を発生させた。同日、道路交通法違反容疑で逮捕され、令和４年３

月３１日に起訴されたことから休職処分とした。 

 

 


